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令和２年度第２回川崎市子ども・子育て会議

教育・保育推進部会 会議録

■ 開催日時 

令和２年１１月２４日（火）１８時００分～２０時００分

■ 開催場所 

中原区役所５０３会議室

■ 出席者 

 （１）委員

    佐藤部会長、大野委員、奥村委員、杉山委員、鈴木委員、関委員、

長南委員、坪井委員

（２）事務局（こども未来局企画課）

   川戸課長、浅水課長補佐、筒井職員

 （３）所管課

（子育て推進部保育所整備課）村石課長

（子育て推進部幼児教育担当）岡田担当課長

（保育事業部保育第１課）荒井担当課長

（保育事業部保育指導・人材育成担当）児川担当課長

（保育事業部運営管理課）平山課長

（中原区保育総合支援担当）金子担当課長

■ 配布資料 

資料１－１：教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定状況につ 

いて 

資料１－２：教育・保育施設の利用定員の設定状況について 

資料１－３：教育・保育施設の利用定員の変更について 

資料１－４：地域型保育事業の利用定員の設定状況及び定員変更について 

資料２－１：川崎区保育・子育て総合支援センターの取組みについて 

資料２－２：中原区保育・子育て総合支援センターの開設について 

資料３－１：無認可の幼児施設等に通う未就学児への支援の在り方に関する

調査・検討について 

資料３－２：保護者あて調査（総括調査・第１回定期調査） 

資料３－３：支援対象施設の現況調査 

資料３－４：保護者あて調査（第２回・第３回）について 

資料３－５：幼児園児保育料補助金交付要綱 

参考１：川崎市子ども・子育て会議教育・保育推進部会委員名簿 

参考２：川崎市子ども・子育て会議教育・保育推進部会行政出席者名簿 

参考３：川崎市子ども・子育て会議条例

■ 傍聴者 

０人 
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１ 開会 

・事務局あいさつ（川戸課長）

・次第、資料、定足数（部会の成立）確認

・佐藤部会長挨拶。

２ 議事１ 教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員の設定について 

○所管課 資料１－１～１～４をもとに概要説明。 

質問・意見特になし。 

３ 議事２ 中原区保育・子育て総合支援センターの設置について 

○所管課 資料２－１、２－２をもとに概要説明。  

●委 員 中原区保育子育て総合支援センターの機能、施設内容は川崎区保

育子育て総合支援センターとどういう違いが具体的にあるのか。 

○所管課 敷地面積及び施設の延床面積については、ともに川崎保子センよ

り少し狭くなる。また、定員については、川崎保子センの大島保

育園155名に対し、中原保子センの中原保育園は130名の定員にな

る。 

●委 員 地域子育て支援スペースも川崎保子センよりやや狭くなっている

のか。中原保子センは２階建ての木造になるのか。 

○所管課 中原保子センは２階建ての木造施設であり、地域子育て支援スペ

ースとしては川崎保子センとほぼ同じ広さである。 

●委 員 病児や病後児のお子さんを預かる事業は実施しないのか。 

○所管課 病児保育や病後児保育事業は実施しないが、医療的ケアが必要な

お子さんの受入れは現在も行っており、中原保子センでも引き続

き実施する。 

●委 員 その部屋は、どこになるのか。 

〇所管課 事務室内に医務コーナーを設け実施していく。 

●委 員 人数的な制限はあるのか。 

○所管課 医療的ケアについては、若干名の受入れとしており、中原区も川

崎区も同じ条件で実施している。 

●委 員 中原保子センについては、誰が、どのような御意見に基づいて、

設計がされていったのか。 

○所管課 中原保育園については、元地権者との覚書の中で２階までしか建

てられないという制約を踏まえ、設計を行ってきたところであ

る。設計に携わったメンバーとしては、まちづくり局、保育所整

備課、運営管理課、中原区保育総合支援担当、中原保育園が中心

となって進めてきたところである。 

●委 員 中原保子センを計画していくなかで、あらゆる視点で地域の実情

を踏まえて、進めていただきたい。 

また、図面にある園庭について、遊具が設置されているのは確認
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できるが、植栽やプランターについては確認できない。 

○所管課 川崎保子センで進めている取組の効果を踏まえ、新たな効果や地

域ニーズ、課題を分析し、中原保子センを含めた今後の保子セン

の整備に活かしていきたい。 

     植栽については、図面には記載されていないが、きちんと設置し

ていく。 

●委 員 全体的なすみ分け、使い方については、工夫して、子どもにしわ

寄せが来ないような生活の仕方を検討して取組んでいただきた

い。この支援室というのは、地域子育て支援センターのことか。 

○所管課 そうである。保育園と地子センのお部屋の使い方については、子

どもたちによりよいスペースになるように検討して取り組んでま

いりたい。 

●委 員 外構入口部分にスロープを設置しているのは、園庭整備、砂場整

備のためのスロープなのか。 

○所管課 入口から園舎のところまでに高低差があるのでそれを解消するた

めに設けている。 

●委 員 ＩＣＴ化についてはどのように考えているのか。 

○所管課 前回の会議の御意見を踏まえて、予算等の課題もあるが、導入で

きるように調整しているところである。 

●委 員 こちらを今後利用される人たちが、この施設では何を行ってい

て、どのように地域に貢献しているがわかるように、顔の見える

地域に開かれた施設になれるよう取り組んでほしい。 

４ 議事３ 無認可の幼児施設等に通う未就学児への支援の在り方に関する調

査・検討について 

○所管課 資料３―１～３－５をもとに概要説明。 

●委 員 国が示しているように、既存施設に補助を出していく中で、保護

者の意向を酌み、施設の運営方向を見定め継続した補助をしてい

くということは、認めていくべきだろうと思う。 

調査項目の中で、子どもの安全に関する項目は必須だと思われ

る。施設的な安全、人的な安全を含め、認可、無認可関係なく、

子どもに対しては最低限度の補助をして構わないと考えている。

それを踏まえていれば、最低限度で簡易な調査で行われたほうが

よいか思う。 

●委 員 今回のアンケート調査の対象施設を７施設にした選定理由につい

ては。 

２つ目に、第１回目の回答者51名であるが、実際に調査依頼をし

た人数は何名か。 

○所管課 調査対象をこの７施設にした理由については、国が示した応募に

あたる条件において、調査対象施設について、既に既存の制度で
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自治体が何らかの保育料等の支援を行っている施設であるという

ことが要件であった。川崎市としてはそれに該当する制度として

は幼児園児保育料等補助金制度というものがあり、この制度の対

象になっている市内の施設が、今回、対象にしている７施設とい

うことで、この７施設を調査の対象にしたところである。 

アンケート調査の依頼件数について、今回、配付した部数として

は62部である。７施設に合計62部配付して、回答が51部で回答率

が82％ぐらいとなっている。実際の園児数はこれ以上にいるが、

無償化開始以降、各種学校以外の施設は認可外保育施設の届出を

しているため、無償化の新２号認定において、無償化の対象にな

り、その方々は、今回の調査対象者から除外するということが国

から示されているところである。 

●委 員 国が示された規定においての対象者は62人が全員ということか。 

○所管課 そうである。幼児園児の補助金も、無償化の給付を受けている方

は対象にしていないので、そことも一致している。 

○委 員 今回の７施設を選定された理由については、既に独自に市が補助

をしている施設だったから、という認識でよいか。 

●所管課 そうである。 

●委 員 市外園の対象施設にも川崎市在住の方が通っていらっしゃる施設

を市が認めていれば補助している現状があるということか。 

○所管課 そうである。 

●委 員 その施設が例えば横浜市の施設で、川崎市民が通っている園児に

対して、川崎市は就園奨励の補助をして無償化の対象としていて

も、横浜市のほうは、市がその施設を認めなければ補助しないと

いうことも可能性としてはあるのか。 

○所管課 ある。 

●委 員 現在、そういう状況はあるのか。 

○所管課 あると思われる。この補助制度は市の独自事業であるため、川崎

に住んでいる方に、市が認めた施設に通っている市民に補助して

いる。施設数としては、他の自治体に所在する過去に実績のある

施設を含め50施設程度になる。 

●委 員 その方々に対して今回の調査は行っていないのか。 

○所管課 今回、対象者をつかみ切れないというところもあり、施設も市内

施設で確実に調査が実施できるというところがあったため除外し

たところである。 

●部会長 同じ施設に通っていても、川崎市の補助を受けている人と、受け

ていない人がいるということは、さらに格差が拡大していくこと

も起こり得るということか。 

○所管課 国も現時点で来年度以降の事業のあり方を示していないが、これ

までの内容だと、国の補助事業として実施する予定であるので、
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対象施設が認定されれば川崎の園児の分は川崎市が助成し、市外

に住んでいる園児の分はその自治体が助成するということになる

可能性が高い。 

●委 員 ７施設に調査された際に、今回の調査について、どのような説明

をされ、どのようなリアクションがあったのか。 

○所管課 今回は全施設を訪問して説明してきたが、昨年度の幼児教育・保

育無償化制度の開始により、無償化の対象にならない園児がいる

ということ、更には、無償化の対象か対象外かでかなりそこに負

担の差が生じているというところがあること、市としてもそこは

課題認識を持っていることを理由に、今回、この調査事業に応募

したということを中心に御説明した。反応としては、基本的には

どの施設も協力するということで御了解をいただいている。 

●部会長 今回の調査結果をもって今後どのように進めていく予定か。 

○所管課 今回の調査結果については、そのまま国に報告するところであ

る。受託した市町村が検討する内容としては、基準の設定に関す

ることや指導監査の在り方などを市町村が検討し、その検討結果

を報告するということになっている。現状としては報告するとい

うことに加えて、基準の設定をする際に、どこまで認可施設に近

い基準を設定するのか、設定した基準を遵守できているかどう

か、さらには、それをどのようにして指導監督・検査を行うかと

いうところを検討する際の判断材料にしたいという考えがある。

今回、それを聞いてどうするのかとなると、現時点では申し上げ

られない部分もあるが、追加項目案の内容としてはもう少し踏み

込んだ内容を聞いてみたいという考えを追加項目案で示したとこ

ろである。 

●部会長 項目の中に、経営的な面、財務会計上のことや保育の中身につい

て、先生たちの研修がどのように行われていているのか部分も読

み取れることを論点にしてみることも必要なことかなと感じた。 

○所管課 質問で掘り下げ過ぎて、その利用者と園の関係がぎくしゃくする

ようになってしまうと、本末転倒のところもあるので、聞き方等

は配慮して質問は作成したいと思う部分もありながら、少し踏み

込んで知りたい部分もあったなかで、今回の案でまとまったとこ

ろである。 

●委 員 幼稚園を認可する神奈川県の委員会に私学審議会があるが、一番

議論になる部分は、経営の健全性や財務の安全性についてであ

る。この視点で考えたときに、今回の調査対象となる７施設、将

来の永続性や経営の健全性などの部分が問題ないという確認が必

要で、その上で調査、さらにはその先の利用者への助成に繋げて

いくことかと思われる。 
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■ 閉会 

・事務局あいさつ（川戸課長） 

以上 


